
１．住宅ローン控除の特例の延長
　住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から

令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。

※また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し

床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。

２．国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
　子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について

非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

令和４年度より適用される主な税制改正について

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料に対する助成

・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

（例：生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)



３．ふるさと納税（寄附金控除）の申告手続が簡素化
令和３年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき（ふるさと納税であるとき）

は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金

控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。

４．特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について、源泉分離課税（申告不要）

とする場合に確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に

関する事項」に項目が追加されることになりました。

特定事業者（例）

ふるなび、さとふる など

５．セルフメディケーション税制の見直し（令和４年度～）
一定の取組（健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組）を行ったことを証する書類

（領収書や結果通知書等）の提出または提示が不要になります。



参考：令和５年度以降適用の税制改正

○セルフメディケーション税制の見直し（適用期間の５年延長等）

○退職所得課税の見直し
令和４年１月１日以降に支払を受ける退職手当に関して、勤続年数5年以下の役員等（※）以外

の方についても計算方法が変更となります。※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員

改正後：退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について

全額を課税の対象

改正前：退職所得控除額を控除した後の金額の２分の１の額を課税の対象

適用期間

税制対象

医薬品
スイッチOTC医薬品

・医薬品購入費…明細を添付 ・医薬品購入費…明細を添付

・健康の保持増進、疾病の予防の取組に関する書類

添付が必要

(e-Taxの場合は手元保管)

・健康の保持増進、疾病の予防の取組に関する書類

添付または提示→不要（※令和４年度～）

　(手元保管となり、取組に関する事項を明細に記載）

対象を医療費適正化の効果が高いもの重点

※スイッチOTC医薬品の中で医療費適正化の効果の低い

ものを除外し、効果が高いと認められるものを追加

手続き

セルフメディケーション税制改正内容

改正後 改正前

令和4年1月1日から令和8年12月31日

(令和５年度～令和９年度）

平成29年1月1日から令和3年12月31日

(平成30年度～令和４年度）

退職所得

計算方法

短期退職所得（収入金額ー退職所得控除）課税対象額の計算方法

300万円以下の場合

（収入金額ー退職所得控除）×1/2

150万円

（注1）300万円以下の部分の退職所得金額

＋

｛収入金額ー（300万円＋退職所得控除）｝

（注2）300万円を超える部分の退職所得金額

300万円を超える場合


